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憲法改正手続法「改正」に関する会長談話

１ 憲法改正手続法の一部を改正する法律が、本年６月１３日に成立し

た。

憲法改正手続法は、２００７年（平成１９年）５月１４日に成立し、

２０１０年（平成２２年）５月１８日に施行されたところ、もともと

同法は、拙速な成立をはかったために、多くの看過しがたい重大な問

題点を含んでおり、同法の抜本的な見直しが必要であることを、当会

は、２０１３年（平成２５年）１０月２４日発表「憲法改正手続法の

根本的改正を要請する会長声明」において、指摘した。

今回成立した改正法は、①投票年齢を改正法施行後４年間は「２０

歳以上」、その後に「１８歳以上」とすること、②公務員の憲法改正に

関する意見表明を一部認めること、③改正法施行後に公務員の組織的

な勧誘運動、署名運動及び示威運動などの規制のあり方に検討を加え、

必要な法制上の措置を講ずること、を主な内容としている。これは、

公務員の意見表明禁止の一部を解除するものの、かえって公務員によ

る国民投票運動の規制強化を図る内容も含まれているなど、憲法改正

手続法の抜本的な改正にはほど遠い内容である。

２ これまで、当会は憲法改正手続法に対して繰り返し意見表明をして

きた。そこで、当会が指摘してきたのは、立憲主義国家における憲法

は、主権者である国民が国家権力を規制することを目的とするもので

あるから、憲法改正手続法は、何よりも国民の意思を正確に反映する

投票制度であることが必要であり、国民が的確な意思決定を行うため

に多様な政治的意見に自由に接し、広く深く国民的議論がなされるた

めに自由で公正な国民投票運動を保障することが重要であり、これら

の要請は、国民主権及び基本的人権の保障という憲法の基本理念から

導かれる、という点である。

また、憲法改正手続法を可決した参議院の特別委員会では、１８項

目にわたる附帯決議（以下「附帯決議」という。）がなされており、

①憲法改正案の発議について、「内容において関連する事項ごと」に

区分して行うとされているが、どのような場合に内容において関連す
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るのかの判断基準を明確化すること、②低投票率により憲法改正の正

当性に疑義が生じないように最低投票率制度の意義・是非について検

討を加えること、③公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運

動の規制については、意見表明の自由、学問の自由、教育の自由等を

侵害することとならないよう慎重な運用を図るとともに、禁止される

行為と許容される行為を明確化するなど、その基準と表現を検討する

こと、④罰則について、構成要件の明確化を図るなどの観点から検討

を加えて、必要な法制上の措置を検討すること、⑤テレビ、ラジオの

有料広告規制については公平性を確保するために、必要な措置を検討

すること、⑥成年年齢に関する公職選挙法、民法等の関連法令につい

ては、十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに、憲法改

正手続法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること

等、いずれも、憲法改正手続についての重要な部分での検討が要求さ

れている。

しかし、これまで、附帯決議の各項目について検討が未了の状態で

あり、今回成立した改正の内容は、附帯決議の要請に沿ったものでは

なく、単に投票権を付与する年齢を確定するなどの部分的な改正にと

どまっており、これでは、附帯決議が指摘するような重大な問題点を

解消することは到底できない。

３ 憲法改正手続法は、憲法の基本理念からみて、真に国民の大多数が

十分な情報のもとに幅広い論議に参加して改正の是非を決することを

保障すべきものである。

そこで、当会は、一部のみに限定した今回の改正法によっても、憲

法改正手続法が抱える憲法の基本理念からみた多くの問題点は全く解

消されておらず、同法が看過できない根本的な問題点を抱えているこ

と、同問題点の解消のために憲法改正手続法の抜本的な見直しが必要

であること、を強く訴えるものである。

２０１４年（平成２６年）６月１３日
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